
平成３０年度衆議院法制局職員採用総合職試験案内 

 

〈衆議院法制局について〉 

 衆議院法制局は、立法活動を中 

心として議員の活動を法制面から 

補佐するために置かれている機関 

で、議員発議の法律案・修正案及 

び委員会提出の法律案の立案の補 

佐、委員会の命による法制に関す 

る予備的調査、議員等からの依頼 

による法制に関する調査等を行っ 

ています。 

 議会において広範な国民の声を 

代表する国会議員が行う新たな立 

法政策の提案等を的確に補佐する 

には、既存の固定観念にとらわれ 

ない柔軟性と構想力が要求されま 

す。したがって、職員には、法制 

的な知識は当然に必要ですが、そ 

れにとどまらず、深い知的好奇心 

に裏打ちされた広くバランスのと 

れた知識、教養が求められます。 

また、依頼者との正確かつ緊密な意思疎通が不可欠であり、十分なコミュニケーション能力 

をもった人材であることも求められます。 

 近年、議員立法は、複雑多様な社会経済情勢を反映して質量ともに拡充しており、その重 

要性は増大しています。 

 立法府において、幅広い分野の法律案の立案に携わってみませんか。 

 



〈試験案内〉 

 １．試験の名称 

   衆議院法制局職員採用総合職試験 

 

２．受験資格及び日程等 

受験資格 

⑴ 受験資格 

 イ．昭和６３年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた者 

 ロ．平成９年４月２日以降に生まれた者で次に掲げるもの 

  ａ．大学を卒業した者及び平成３１年３月までに大学を卒業する見込

みの者 

  ｂ．衆議院法制局長がａに掲げる者と同等の資格があると認める者 

⑵ 次のいずれかに該当する者は、受験資格がない 

 イ．日本の国籍を有しない者 

 ロ．国会職員法（昭和２２年法律第８５号）第２条の規定により国会職

員となることができない者 

  ａ．成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

  ｂ．懲役又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又

はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者 

  ｃ．懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失った日から２年

を経過しない者 

  ｄ．上記ａからｃまでのいずれかに該当する者のほか、国家公務員法

（昭和２２年法律第１２０号）の規定により官職に就く能力を有し

ない者 

受付期間 平成３０年３月１２日（月）から４月９日（月）（当日消印有効）まで 

第１次試験 

平成３０年４月２１日（土） 

基礎能力試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式） 

試験場 東京：東京大学本郷キャンパス法学政治学系総合教育棟 

             （東京都文京区本郷７－３－１） 

京都：京都大学吉田キャンパス本部構内法経済学部本館 

             （京都府京都市左京区吉田本町） 

合格者発表 平成３０年４月２５日（水）以降、各人に合否を郵便 

で通知する。 

第２次試験 

平成３０年６月２日（土） 

論文試験、面接試験 

試験場 東京：衆議院第二別館 

合格者発表 平成３０年６月１５日（金）以降、各人に合否を郵便 

で通知する。 



第３次試験 

平成３０年６月２３日（土） 

口述試験、面接試験 

試験場 東京：衆議院第二別館 

最終合格者発表 平成３０年７月５日（木）以降、各人に合否を 

郵便で通知する。 

採用予定人員 若干名 

 

 

３．採用及び待遇 

 ⑴ 採用予定年月日 平成３１年４月１日 

 ⑵ 身  分    特別職の国家公務員である国会職員となります。 

 ⑶ 待  遇    国家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）に合格し、一般職の

職員として採用された政府職員と同待遇です。 

大学卒業後、法科大学院等の大学院を修了した方については学歴

加算、社会人としての勤務経験を積んだ方については経験年数等に

応じた職歴加算の制度があります。 

 ⑷ 給  与 

  イ．初任給 行政職給料表㈠２級１号給 

  ロ．その他手当として通勤手当、住居手当、扶養手当、地域手当、業務調整手当、超

過勤務手当、賞与として期末手当・勤勉手当が支給されます。 

 

４．試験内容 

試験 試験種目 出題範囲 時間 

第１次試験 

基礎能力試験(多肢選択式) 

文章理解、判断推理、数的推理

及び資料解釈に関する一般知能

並びに社会、人文及び自然に関

する一般知識 

１２０分 

専門試験(多肢選択式) 
憲法、行政法、民法、刑法、労

働法、経済学・財政学 
１２０分 

第２次試験 
論文試験(３題解答) 

憲法(１題)、行政法(１題)、民

法(１題) 
１８０分 

面接試験  

 
第３次試験 

口述試験 憲法を中心とする法律問題 

面接試験  

  （注）第２次試験の際、面接試験の参考とするため、性格検査を行います。 

 

 ５．受験手続 

 ⑴ 第１次試験 

   イ．受験申込書の請求 

受験申込書及び衆議院法制局パンフレットは、衆議院法制局法制企画調整部総



務課で交付します。 

郵便で請求する場合は、封筒の表に「法制局総合職請求」と朱書し、宛先を明

記して２０５円切手を貼った角２（Ａ４判が入る大きさ）程度の返信用封筒を同

封してください。なお、切手の料金不足があった場合は、受領又は返信できない

ことがありますので、ご注意ください。 

   ロ．提出書類 

     受験申込書（当法制局交付のもの） 

   ハ．提出方法 

郵送により提出してください。封筒の表に「法制局総合職受験」と朱書し、簡 

易書留にしてください。 

   ニ．受付期間 

     平成３０年３月１２日（月）から４月９日（月）（当日消印有効）まで 

   ホ．提出先及び問合せ先 

     衆議院法制局法制企画調整部総務課 （衆議院第二別館９階） 

      〒100-0014 東京都千代田区永田町１－７－１ 

      ＴＥＬ ０３－３５８１－１５７０ 

          ０３－３５８１－５１１１代 内線３７３２０ 

      Ｅ－mail sk0008@shugiinjk.go.jp 

      （最寄駅） 

       地下鉄丸ノ内線、千代田線国会議事堂前駅下車（４番出口）徒歩１分 

       地下鉄有楽町線、半蔵門線永田町駅下車（１番出口）徒歩１０分 

       地下鉄銀座線、南北線溜池山王駅下車（５番出口）徒歩７分 

  ⑵ 第３次試験 

第３次試験の受験の際に、大学を卒業した者又は卒業する見込みの者は大学の卒

業証明書又は卒業見込証明書及び成績証明書（大学院を修了した者又は大学院生の

場合は、大学院の修了証明書又は修了見込証明書及び成績証明書も併せて）、その他

の者は大学の成績証明書の内容に相当するものの提出をお願いします。いずれも、

試験当日に持参してください。 

 

 ６．合格発表等 

  ⑴ 合否の発表について 

    試験の合否については、受験者に対し郵便で通知します。電話によるお問い合わせ

は一切受け付けておりませんので、ご了承ください。 

  ⑵ 第１次試験の得点通知について 

    平成３０年度の試験を受験され、第１次試験で不合格となられた方に対し、本人か

らの請求に基づき、第１次試験の得点を通知します。（ただし、基礎能力試験及び専門

試験を受験した者に限ります。）請求方法等の詳細は、第１次試験不合格の通知文書に

同封されている文書をご覧ください。 

   イ．第１次試験の得点について 

     第１次試験の得点は標準偏差を用いて換算しており、基礎能力試験、専門試験の

満点はそれぞれおおむね１００点です。 

   ロ．通知内容 

     衆議院法制局職員採用総合職試験第１次試験の基礎能力試験、専門試験それぞれ

の得点、合計得点及び合格最低点を通知します。 



   ハ．請求期間 

     平成３０年４月２５日（水）から５月１５日（火）（当日消印有効）まで 

   ニ．通知の発送 

     請求期間終了後に郵便で発送いたします。 

 

 


